
No． 1 

 

令和 6年度 新居浜市母子保健連絡協議会 議事録 

日 時  令和６年７月３１日(水) １３：３０～１４：２５ 

場 所  新居浜市保健センター  

出席者   委員  小西・江盛・中村・近藤・森・川井・中川 

山中・阿部・藤田・須藤・真鍋 

   事務局 久枝・佐々木・沢田・寺尾・佐﨑・横川 

             池田・伊藤み・岡田み・福田 

   傍聴者 １名 

 

発言者 内  容 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

久枝部長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

須藤委員 

 

事務局 

 

 

委員 

ただいまから、令和６年度新居浜市母子保健連絡協議会を開催いたします。本日は

お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。 

この会は、新居浜市審議会等の公開に関する要綱に基づき、傍聴席を設けておりま

す。本日の傍聴者は１名です。 

それでは、お手元の会次第に沿って進行させていただきますのでよろしくお願いい

たします。 

開催に先立ちまして、福祉部長がご挨拶申し上げます。 

 

～挨拶～ 

 

新居浜市母子保健連絡協議会委員は２年の任期で、今年度は任期の２年目となって

おりますが、本日が最初の会となっておりますので、委員の皆様は、名簿の順に自己

紹介をお願いいたします。 

 

～委員の自己紹介～ 

 

 ありがとうございました。続きまして、事務局職員の紹介をさせていただきます。 

 

～事務局職員自己紹介～ 

 

昨年度の協議会は書面開催であり、会長・副会長を選出しておりませんでしたので、

母子保健連絡協議会設置要綱第５条に基づきまして、会長・副会長の選出をお願いい

たします。委員の互選ということになっておりますが、どなたかご意見はございませ

んか。 

 

事務局案はないのですか。 

 

事務局では、会長を小西委員に、副会長を江盛委員にお願いしたいと考えておりま

すが、いかがでしょうか。 

 

異議なし。（一同拍手） 



No． 2 

発言者 内  容 

事務局 

 

 

 

小西会長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

小西会長 

 

 

中村委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

小西会長 

 

 

事務局 

 

小西会長 

 

 

 

 

会長は小西委員に、副会長は江盛委員に決定いたしました。 

新居浜市母子保健連絡協議会設置要綱第５条２項に基づき、ここからの議事進行を

小西会長にお願いいたします。 

 

先ほど、新居浜市の合計特殊出生率が１.６０というお話しがありましたが、東京都

では１.０を下回ったとニュースになっていました。私にできることがあれば、頑張っ

ていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。 

それでは会次第に沿って協議を進めて参ります。 

「議題（１）令和６年度母子保健事業計画及び令和５年度実績について」から、「議

題（４）妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施（出産・子

育て応援給付金）について」まで事務局から説明をお願いします。 

 

（議題１ 令和６年度母子保健事業計画及び令和５年度実績について 説明） 

（議題２ 妊娠前検査費助成及び特定不妊治療（先進医療）費助成費助成事業につい

て 説明） 

（議題３ 多胎妊娠の妊婦健康診査支援について 説明） 

（議題４ 妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施（出産・

子育て応援給付金）について 説明） 

 

ありがとうございます。ただいまの議題（１）から（４）に関して、何かご質問や

ご意見等はございますか。 

 

議題４の伴走型相談支援について、「妊娠８ヶ月頃に面談の案内とアンケートを郵

送し、希望者に対し面談を行う。」とされていますが、面談の実施件数と、アンケー

トの回収率はどのぐらいでしょうか。 

 

令和５年度は８ヶ月アンケート後の面談を２２人に実施しています。アンケートの

回収率ですが、６８８人に郵送し４７４人から返送があり、６８.９％となっておりま

す。 

また、アンケートの返送の有無にかかわらず、全ての妊婦に対し、妊娠後期にも必

ず１回は電話面接を行い、体調や心配事の有無を把握するようにしております。 

 

他に何かございますか。なければ、次に「議題（５）産後ケア事業の取組について」、

事務局から説明をお願いします。 

 

（議題５ 産後ケア事業の取組について 説明） 

 

この議題に関して、何かご質問ありますでしょうか。 

私の方からよろしいでしょうか。産後ケア事業の受け入れに関して、こにしクリニ

ックでは生後１ヶ月未満の制限を設けていますが、助産所やゆりかごファミリークリ

ニックなど委託医療機関が増えている現状であっても、やはり生後４ヶ月以降１歳未

満のお子さんを受け入れる医療機関は不足しているのでしょうか。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

小西会長 

 

 

 

 

須藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料の４ページ目の通り、現在１０医療機関と委託契約を結んでおりますが、宿泊

型で生後４ヶ月以降１歳未満のお子さんの受け入れ実績のある医療機関は、ゆりかご

ファミリークリニックのみです。そのため、数ヶ月先まで予約が取れないこともあり

ます。生後４ヶ月以降１歳未満のお子さんが宿泊型を利用する場合、現時点ですと、

最短で９月中旬以降にならなければ予約がとれません。 

お子さんの月齢が進んでくると、産婦人科では受け入れが難しいという現状があ

り、これは新居浜市だけではなく、県内、それから全国的な課題になっているところ

であります。 

 

大変なことと思います。 

その他何かご意見ございませんでしょうか。 

次に、各機関の取り組みなど、共有していきたいことがございましたら、ご発言お

願いします。 

 

こども未来課、須藤と申します。 

今年度設置されました、こども家庭センターについて少しご説明させてください。

お手元にお配りしております、「こども家庭センターについて」という、資料をご覧

ください。 

まずこども家庭センターの位置付けについてご説明します。令和４年の改正児童福

祉法により、令和６年４月から市町村において、すべての妊産婦、子育て世帯、こど

もの包括的な相談支援を行う、こども家庭センターの設置に努めることとされ、こど

も家庭センターには、センター長及び統括支援員を置くこととされました。子育ての

悩み、不安、負担に対応するための新たな恒久的サービスを、新設こども子育て交付

金の対象事業として位置付けされました。当市では、令和６年４月福祉部こども局こ

ども未来課内と保健センター内に設置しました。 

次に、目的です。ここにあります表は、令和５年度までの保健センターにありまし

た、子育て世代包括支援センターと義務ではないものの、設置を推奨されていたこど

も家庭総合支援拠点の内容を比較、まとめたものです。こども家庭総合支援拠点は設

置していなかったものの、近づけるべく、旧子育て支援課で業務を行っていました。

基本的に異なるのは、母子保健法に則って行うものか、児童福祉法に則って行うもの

かということです。この母子保健と児童福祉の機能を一体化し、両機能が一体的に相

談支援等を行う機関が、こども家庭センターです。対象は、妊産婦、子育て世帯、０

歳から１８歳のこどもです。母子保健と児童福祉の両機能の連携、協働を深め、子育

てに困難を抱える家庭に対して切れ目なく、漏れなく対応することを目指していま

す。 

次に、役割についてご説明します。資料裏面をご覧ください。この表は、こども家

庭センターの組織図となります。センター長は、こども未来課長が務めております。

その下に、保健師である統括支援員の副センター長がおります。その下で、相談支援

係が実務に当たります。必要に応じて対応できるように、様々な資格職のいる保健セ

ンターと、男女参画市民相談課の女性相談支援員にこども家庭センターとの兼務発令

をしています。保健センター内には、母子保健担当の保健師、看護師がいます。その

右に三つの表がありますが、こちらがこども未来課の職員です。相談者との信頼関係
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小西会長 

 

 

 

を築き、一貫した支援ができるよう、チームで分けています。上部地区担当チームは、

児童福祉士、保育士が担当しています。川西川東地区担当チームは、社会福祉士、保

育士が担当しています。また、妊婦、乳幼児の担当として、社会福祉士と保育士の両

方の資格を取得している者と、看護師、利用者支援員を配置しています。また、セン

ター副所長と相談支援係のうち２名は、要保護児童対策調整機関の調整担当者研修を

受講しています。 

活動内容は、次のようになります。周知啓発活動として、関係機関に対象家庭向け

チラシの配布を依頼しています。皆様のお手元にありますチラシを４月に配布させて

いただきました。また、市のホームページや市政だよりにも掲載し、周知を図るよう

にしました。関係機関との連絡会議としては、保健センター、児童相談所との合同支

援会議、個別のケース会議、要保護児童対策地域協議会代表者会及び実務者会などを

定期的に行っています。また、学校、保育園、幼稚園への訪問や、スクールソーシャ

ルワーカー、権利擁護関係、病院、社会福祉協議会と連携しています。相談体制につ

いては、多様な相談に対応するべく、充実を図っています。妊娠、子育て家庭助成、

ひとり親家庭の貸付給付を含めた相談など、基本的には、何でも受け付けます。内容

に応じて適切な専門機関へつなぐようにしています。学校訪問、保育園、幼稚園訪問

等を行う中で、要保護児童対策地域協議会登録ケース以外にも困難を抱える家庭を把

握し、必要な支援につなげるよう連携を図ります。サポートプランを作成し、長期的

に相談者とともに、目標を持って取り組んでいけるように支援していきます。 

以上が、家庭センターについての説明になります。出発したばかりで、まだまだこ

れからという状態ではあります。この場にいらっしゃる皆様からのご指導も賜りなが

ら、充実させていければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。あり

がとうございました。 

 

ありがとうございます。その他、何かありますでしょうか。 

以上をもちまして、本日の新居浜市母子保健連絡協議会を閉会いたします。本日は

どうもありがとうございました。 

 

 


